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           議 会 臨 時 会 議 事 日 程 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  報 第 １ 号  平成２３年度置賜広域行政事務組合一般会計継続費繰越計算 

書の報告について 

日程第４  議 第 ９ 号  置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について 

日程第５  議第１０号  平成２４年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第１

号） 

日程第６  議第１１号  平成２４年度置賜広域行政事務組合消防特別会計補正予算

（第１号） 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

午前１０時２９分  開会 

 

○遠藤榮吉議長 本日の会議に欠席の通告の議員は、５番、小関勝助議員１名であります。 

  よって、ただいまの出席議員２３名でありますので、去る７月２日招集告示されまし

た平成２４年７月議会臨時会は、ここに成立いたしました。 

  ただいまから、平成２４年７月置賜広域行政事務組合議会臨時会を開会いたします。 

  それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付の議事日程により進めます。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○遠藤榮吉議長 日程第１、会議録署名議員の指名についてでありますが、会議規則第８

１条の規定により、私より指名いたします。 

８番、片平志朗議員、１７番、今野正明議員、２３番、安部春美議員。 

以上３名の方にお願いいたします。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第２ 会期の決定 

 

○遠藤榮吉議長 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 
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  お諮りいたします。 

  本臨時会の会期を、本日１日間と定めたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○遠藤榮吉議長 異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第３ 報第１号 平成２３年度置賜広域行政事務組合一般会計継続費繰越計算書

の報告について 

 

○遠藤榮吉議長 次に、日程第３、報第１号平成２３年度置賜広域行政事務組合一般会計

継続費繰越計算書の報告についてを議題といたします。 

この際、理事長より提案理由の説明を求めます。 

〔安部三十郎理事長 登壇〕 

○安部三十郎理事長 ただいま上程になりました報第１号平成２３年度置賜広域行政事務

組合一般会計継続費繰越計算書の報告について説明いたします。 

汚泥再生処理センター計画支援業務について、平成２２年度から平成２４年度までの

３か年の継続事業として実施しておりますが、平成２３年度の支出において残額が生じ

たことから、平成２４年度に逓次繰越を行うものとし、地方自治法施行令第１４５条第

１項の規定により報告するものです。 

○遠藤榮吉議長 ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○遠藤榮吉議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

   お諮りいたします。報第１号はこれを了承したいと思います。これにご異議ございま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○遠藤榮吉議長 異議なしと認めます。 

よって、報第１号は了承することに決まりました。 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第４ 議第９号 置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について 

 

○遠藤榮吉議長 次に、日程第４、議第９号置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部改

正についてを議題といたします。 

この際、理事長より提案理由の説明を求めます。 

〔安部三十郎理事長 登壇〕 
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○安部三十郎理事長 ただいま上程になりました議第９号置賜広域行政事務組合火災予防

条例の一部改正について、説明いたします。 

本案は、危険物の規制に関する政令の一部改正により、新たに炭酸ナトリウム過酸化

水素付加物が危険物の品名に追加され、当該危険物の貯蔵、または取り扱いに係る技術

上の基準等について経過措置を講ずることとされたことに伴い、所要の改正を行うため

提案するものであります。 

よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○遠藤榮吉議長 ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○遠藤榮吉議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。 

   お諮りいたします。議第９号を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○遠藤榮吉議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議第９号は原案のとおりに決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第５ 議第１０号 平成２４年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第１

号） 

 

○遠藤榮吉議長 次に、日程第５、議第１０号平成２４年度置賜広域行政事務組合一般会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 

  この際、理事長より提案理由の説明を求めます。 

  〔安部三十郎理事長 登壇〕 

○安部三十郎理事長 ただ今上程になりました議第１０号平成２４年度置賜広域行政事務

組合一般会計補正予算（第１号）について説明いたします。 

この度の補正予算は、東日本大震災による原子力発電所の事故に伴って放出された放

射性物質に起因して、一部地域の廃棄物処理施設のばいじん、焼却灰および放流水から

高濃度の放射性物質が検出されたことから、環境汚染への対処、安全性の確保を目的に、

「放射性物質汚染対処特別措置法」が公布され、平成２４年１月１日に施行されました。 

この施行に伴い浅川最終処分場の放流水、地下水について、月１回の放射性物質濃度

を測定する必要が生じたことから、千代田クリーンセンター費の埋立処分費に当該測定

費用５６万７千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を３８億４，１２２万８千円

とするものであります。 

よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし
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ます。 

○遠藤榮吉議長 ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○遠藤榮吉議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。 

   お諮りいたします。議第１０号を原案のとおり可決するにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○遠藤榮吉議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議第１０号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

日程第６ 議第１１号 平成２４年度置賜広域行政事務組合消防特別会計補正予算

（第１号） 

 

○遠藤榮吉議長 次に、日程第６、議第１１号平成２４年度置賜広域行政事務組合消防特

別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

  この際、理事長より提案理由の説明を求めます。 

  〔安部三十郎理事長 登壇〕 

○安部三十郎理事長 ただいま上程になりました議第１１号平成２４年度置賜広域行政事

務組合消防特別会計補正予算（第１号）について説明いたします。 

この度の補正予算は、消防救急無線について、現在のアナログ通信方式の使用期限が

平成２８年５月３１日までとなり、デジタル方式に移行することが必要とされたことに

伴い、本組合消防救急無線デジタル化整備事業費を補正するものであります。 

この整備事業費でありますが、総額１４億４，８０７万２千円を見込み、平成２４年

度、平成２５年度の２か年で整備するものとし、本年度分として、全体の５０．２パー

セントにあたる事業費を計上するものであります。 

この度の補正の内容ですが、整備計画に基づき、設計施工監理業務委託料、工事請負

費等で７億２，６６６万４千円を補正するとともに平成２５年度の事業費分として７億

２，０９３万７千円の債務負担行為の設定を行うものであります。 

一方、歳入の財源でありますが、東日本大震災を教訓にし、緊急に実施する必要性が

高く、即効性のある防災、減災等のための事業に対して、臨時特例に関する法律が制定

され、有利な財源措置がなされたことに伴う「緊急防災・減災事業債」を充てるもので

あります。 

以上から補正前の予算額に７億２，６６６万４千円を追加し、補正後の歳入歳出予算

の総額を２５億３，２８１万円とするとともに、一時借入金の借入の最高限度額を２億

９千万円とするものであります。 
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よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○遠藤榮吉議長 ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○遠藤榮吉議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。 

   お諮りいたします。議第１１号を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○遠藤榮吉議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議第１１号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

  閉   会 

 

○遠藤榮吉議長 以上をもちまして、本臨時会に付議されました案件は、全部終了いたし

ました。 

これをもちまして、平成２４年７月置賜広域行政事務組合議会臨時会を閉会いたしま

す。 

ご苦労様でした。 

 

  午前１０時４１分  閉会
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